
民
法
改
正
（
１
）

　
本
年
５
月
に
「
民
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
」
が
可
決
成
立
し
ま

し
た
の
で
、
今
回
か
ら
は
「
民
法
改

正
」
を
テ
ー
マ
に
お
話
し
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

民
法
に
つ
い
て

　
民
法
は
、私
法
の
一
般
法
と
し
て
、

私
人
（
市
民
）
間
の
生
活
関
係
を
規

律
の
対
象
と
す
る
法
律
の
こ
と
で
す
。

　
私
人
間
の
生
活
関
係
に
は
、
財
産

関
係
と
家
族
関
係
が
あ
り
、
民
法
の

内
容
も
財
産
法
（
財
産
に
関
す
る
規

定
）
と
家
族
法
（
家
族
・
身
分
に
関

す
る
規
定
）
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

　
株
式
会
社
な
ど
の
会
社
に
つ
い
て

は
、
民
法
の
特
別
法
で
あ
る
商
法
や

会
社
法
が
優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
法
律

に
規
定
が
な
い
場
合
に
は
、
私
法
の

一
般
法
で
あ
る
民
法
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
民
法
は
、
商
法
や

会
社
法
な
ど
の
法
律
を
補
充
し
て
、

企
業
活
動
に
つ
い
て
も
規
律
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
、
企
業
経
営
上

無
視
で
き
な
い
法
律
と
い
え
ま
す
。

民
法
改
正
の
背
景

　
現
行
の
民
法
は
、
明
治
29
年
（
１

８
９
６
年
）
に
制
定
さ
れ
た
比
較
的

古
い
法
律
で
あ
り
、
第
１
編
総
則
、

第
２
編
物
権
、
第
３
編
債
権
、
第
４

編
親
族
、
第
５
編
相
続
の
合
計
５
編

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
し
て
、
昭
和
22
年
（
１
９
４
７

年
）の
日
本
国
憲
法
の
制
定
に
伴
い
、

親
族
・
相
続
に
関
す
る
規
定
が
全
面

的
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　
平
成
16
年（
２
０
０
４
年
）に
は
、

文
語
体
か
ら
口
語
体
に
表
記
が
改
め

ら
れ
る
な
ど
、
民
法
の
現
代
用
語
化

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
一
方
で
、
契
約
や
取
引
等
の

債
権
関
係
の
規
定
（
債
権
法
）
は
、

制
定
か
ら
約
１
２
０
年
間
、
ほ
と
ん

ど
改
正
が
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。

　
こ
の
間
、
我
が
国
の
社
会
・
経
済

は
、取
引
量
が
増
大
す
る
と
と
も
に
、

取
引
内
容
も
複
雑
化
・
高
度
化
し
て

き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
急
速
な
高
齢
化
、
情
報
通

信
技
術
の
目
覚
ま
し
い
発
展
な
ど
、

社
会
・
経
済
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
大

き
く
変
化
し
て
き
て
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
明
治
時
代
に
制
定
さ

れ
た
民
法
の
う
ち
、
債
権
法
の
部
分

を
、
社
会
・
経
済
の
変
化
に
合
わ
せ

る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

　
次
に
、
民
法
が
定
め
る
基
本
的
な

ル
ー
ル
の
中
に
は
、
裁
判
や
取
引
実

務
で
は
通
用
し
て
い
て
も
、
条
文
か

ら
は
読
み
取
り
に
く
い
も
の
が
少
な

く
な
く
、
法
律
の
専
門
家
で
な
い
国

民
一
般
に
と
っ
て
、
基
本
的
な
ル
ー

ル
が
分
か
り
に
く
い
状
態
と
な
っ
て

い
ま
し
た
。

民
法
改
正
の
理
由

　
こ
れ
ら
の
事
情
か
ら
、
民
法
の
う

ち
、
債
権
法
の
部
分
に
つ
い
て
、
取

引
社
会
に
お
け
る
最
も
基
本
的
な
要

素
で
あ
る
「
契
約
」
に
関
す
る
規
定

を
中
心
に
、
社
会
・
経
済
の
変
化
に

対
応
す
る
た
め
、
現
代
化
を
図
る
と

い
う
の
が
、
今
回
の
民
法
改
正
の
大

き
な
理
由
で
す
。

　
ま
た
、
民
法
の
基
本
的
な
ル
ー
ル

を
国
民
一
般
に
分
か
り
や
す
い
も
の

と
す
る
観
点
か
ら
、
裁
判
や
実
務
で

通
用
し
て
い
る
ル
ー
ル
を
明
文
化
・

明
確
化
す
る
と
い
う
の
が
、
も
う
１

つ
の
理
由
に
な
り
ま
す
。

民
法
改
正
の
経
緯

　
平
成
27
年
３
月
、
民
法
の
改
正
案

が
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
、
継
続
審

議
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
本
年
５
月

26
日
、
通
常
国
会
で
可
決
成
立
し
ま

し
た
。

　
改
正
法
は
本
年
６
月
２
日
に
公
布

さ
れ
ま
し
た
が
、
公
布
の
日
か
ら
起

算
し
て
３
年
以
内
に
施
行
さ
れ
、
実

際
に
発
効
す
る
予
定
で
す
。

　
次
回
の
コ
ラ
ム
で
は
、
今
回
の
民

法
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
、
具
体
的

に
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

田
中
伸（
山

下
江
法
律

事
務
所
、

副
代
表
・

弁
護
士
）

広
島
県
三
原
市
出
身
。
広
島
大
学
附

属
福
山
高
校
、
一
橋
大
学
法
学
部
卒

業
。
平
成
９
年
司
法
試
験
合
格
。
平

成
12
年
４
月
広
島
弁
護
士
会
入
会
。

平
成
23
年
度
広
島
弁
護
士
会
副
会
長
。

【
主
な
取
扱
分
野
】
企
業
法
務
、
債

権
回
収
、
債
務
整
理
、
相
続
、
事
業

承
継
、
交
通
事
故
損
害
賠
償
請
求
。

実
務
に
役
立
つ

企
業
法
務
の
基
礎

山
下
江
法
律
事
務
所
の
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